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第1章はじめに

1　1　研究の背景と目的

　効果的な交通安全対策を策定するためには、ドライバーの運転行動に対する理解が不可

欠であることはいうまでもない。なかでも、事故の危険に直面しているドライバーがとる

「危険回避行動」は事故の発生に大きく関与する支配的な要因のひとつである。これは、

車を運転するか否かといった選択から、事故を起こさないよう慎重に運転するか否かといっ

た運転態度、さらには差し迫った事故危険を回避するための運転操作にまで及ぶ広範にわ

たる概念であり、さまざまな段階で事故の発生に大きく関与している。しかし、交通事故

リスクに対する認識の形成やドライバー間での認識のずれ、さらにはドライバーを取り巻

く種々の環境が危険回避行動にどのような影響を及ぼしているかということについてはあ

まり研究の蓄積がなされていないのが現状である。これは、「危険の認識」、「危険の受容」、

「危険回避技術」等がドライバーにより大きく異なり、かつそれが他のドライバーのそれ

に少なからず依存しているためと考えられる。

　そこで本研究では、危険回避行動を規定する要因やその形成構造に関して検討を加える

とともに、いくつかの状況を対象にドライバーを取り巻く走行環境や事故経験ならびに交

通ルール等がドライバーの危険回避行動に及ぼす影響と事故への関与の．メカニズムを分析

し、効果的な交通安全対策策定のための示唆を得ることを目的とする。

12　危険回避行動の理解と交通安全方策

　危険回避行動とは、ドライバーが認識した危険を回避しようとする行動である。とする

ならば、それを理解するに当たっては、個々の状況下で“ドライバーがどのような危険認

識を抱くか”とともに、“その危険認識の下でドライバーがどのような行動をとるか”の

両者を明らかにする必要がある。前者はドライバーを取り巻く種々の条件から経験や学習

によってドライバーの危険認識が形成されるメカニズムを探るプロセスであり、後者はド

ライバーが危険を回避するために使用できる自己の運転技術の中からその局面を打開する

のにふさわしいと考えて選択する運転行動を探るプロセスである。

　多くの研究で指摘されているように、ドライバーが認識する危険は実際に存在する危険

と必ずしも一致しない。ドライバーの危険認識の形成に寄与するさまざまな要因が晦在し、

それがために危険認識は走行環境（道路条件、交通特性、etc．）やドライバーの個人属性、

事故やヒヤリハットの経験によって異なったものとなっている可能性がある。ドライバー

はこの主観的な危険認識に基づいて危険回避行動をとるため、そこで選ばれる運転行動が

ドライバーが認識している危険に対しては最適行動となっているかもしれないが、実際の

危険を回避するための最適な行動となっているという保証はないのである。両者のギャッ

プが事故の原因となっているという指摘は従前からなされているが、どのような状況でど

の程度のギャップが生じ、それが運転行動の選択にいかなる影響を及ぼして事故の発生に
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関与しているのか、ということについてはこれまでほとんど何もわかっていなかったと言っ

ても過言ではないであろう。これは、危険認識の形成メカニズム、すなわち危険に対する

ドライバーの認識が何からどのようにして形成されるかが不明であったためと推察される。

また、ドライバー相互間で認識のギャップや不整合が存在することも事故原因として見過

ごすことができないが、これらが事故の生起にどのようにかかわっているかについても不

明な点が多い。

　そこで本研究では・危険回避行動の基本要素としての危険認識に注目し、危険認識の形

成メカニズムのモデル化を試みる。さらに危険認識とその下で選択される危険回避行動と

の対応関係をモデル化し、危険認識の差異が事故発生危険度に及ぼす影響を探る。この一

連のプロセスを追うことにより、危険認識の形成に影響を及ぼすであろういくつかの要因

の変化、、すなわち事故防止方策の効果を分析・評価するひとつの道具立てを提供しうるの

ではないかと考えている。

　ドライバーに適切な危険認識を持たせることを目的としてこれまで多くの交通安全教育

や事故防止キャンペーンなどが行われてきた。しかし、主としてドライバーの認識に働き

かけようとするこれら交通安全対策とその効果の関連性を把握することが必ずしも容易で

なかったため・この種の交通安全方策はともすれば経験的評価のみに委ねられていること

が多いように思われる。本研究はまだ理論的研究の第一段階に過ぎず、多くの単純化や仮

定が含まれているが、本研究で提案するアプローチが実用化の域に達するならば、さらに

効果的な交通安全教育や事故防止キャンペーン等の提案とその客観的評価にも寄与しうる

と期待している。

13　研究の進め方

　本研究は以上に述べたような問題意識に基づいて始められた。交通事故の減少を図るた

め・交通工学、交通心理学、人間工学をはじめとする研究の諸分野で交通安全に関するさ

まざまな研究が積み重ねられてきている。また、ミクロ経済学やシステム工学などの研究

分野においても、入の行動や事故の発生構造といった交通安全研究に密接に関連する多く

の研究成果が蓄積されてきている。これらの研究は交通安全方策の策定に関する多くの知

見をわれわれに提示してくれるが、各分野とも分析アプローチがある程度確立してしまっ

たためか、例えば交通工学が交通流としての車の動きの時間的空間的様相をより精確に記

述することに熱心で車を操作するドライバーの心理や認識にはあまり関心を向けていない

のに対し、交通心理学はその逆であるといったように、分析対象が区分されてしまう傾向

が見られがちである。研究分野の進化に伴って対象範囲が細分化されて行くことは必ずし

も否定すべきことではないが、広範囲にわたる要因が相互に密接に関与して交通事故が発

生していることを想い起こすと、既存研究分野の枠に限定されない学際的な検討もまた必

要であると感じざるをえない。

　そこで本研究では、交通工学、経済学、交通心理学、交通システム工学、リスク分析等

を専門とするメンバーが、まず「危険回避行動」というキーワードの下で各分野における

研究の系譜と主たる考え方を提示して着眼点の違いや分析の手順、事故危険度との関連づ
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けなどについての情報交換を行い、共通点と相違点に関する各メンバーの認識を共有する

と共に、類似概念に関する考え方の違いや研究の欠落領域などについて議論する。次いで

いくつかの危険回避行動を取り上げてその形成メカニズムとそれが有する事故危険度を評

価するモデルを提案し、それぞれの観点から妥当性を吟味し改良を加えることとした。

1　4　本研究の構成

　上記の進め方に沿って実施した本研究の内容を、本報告書では以下のように取りまとめ

る。

　第2章では伝統的な交通工学の立場から道路交通流の安全性に対するマクロ評価に関す

る既往の考え方を整理し、道路構造や交通特性が事故危険度に及ぼす影響を実証的に検討

する。

　危険回避行動は当該危険の生起確率やそれによってもたらされる損失の大きさ、すなわ

ちリスクの大きさに強く依存する。リスク受容行動やリスク下における選択行動について

は心理学や経済学の分野で研究の蓄積がなされてきた。そこで第3章では交通心理学にお

ける研究の系譜をたどり、リスク受容行動における概念的枠組みや交通事故リスクの諸要

因と交通行動との関連性について整理する。

　第4章ではリスク下の行動に関する経済学からのアプローチに目を向け、まず伝統的な

行動規範である期待効用最大化仮説の下で危険回避行動がどのようにモデル化されてきた

かを概観する。そして、一人のドライバーが単独で走行している場合に着目し、接触事故

リスクに関わるドライバーの認知リスクの形成プロセスと危険回避行動を分析する。

　他方、複数の車が近接して走行し、そこにリスクの認知水準が異なるドライバーが混在

している場合には、そのこと自体が新たな危険をもたらす。そこで第5章では交通ルール

に関わる認識の差異が運転行動に及ぼす影響を分析し、交通ルールと安全性の関連性につ

いても検討を加える。また、第6章では、法規則として成文化されていない慣習的ルール

に着目し、ドライバー相互間の接触による慣習的ルールの伝播とそれに基づく事故危険度

評価に関するモデル分析を行う。

　以上のモデル分析は主として期待効用最大化の枠組みの上に立っているが、期待効用最

大化仮説の下では必ずしも危険回避行動を適切に記述しえない場合があるため、第7章で

は期待効用最大化仮説によらない新たなアプローチについて展望する。

　第8章では、得られた研究成果を要約し、交通安全対策への提言をとりまとめる。
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第2章　都市内高速道路合流部の交通容量および
　　　　　　　安全性に関する実証的分析

2，1　交通事故のマクロ分析における留意事項

　本節では、交通事故分析における一般的な留意事項をとりまとめる。事故分析を大別す

ると、（a）抽出（多発地点箇所の抽出）、（b）診断（要因分析と対策立案）、（c）評価（対策の効

果評価）に分けられるが、ここではこれら全般について言える事故分析上の留意点につい

てまとめる。

2．1．1　ポワソン分布

　事故発生件数や死者数などは非常にまれに発生する事象であるので、ポワソン分布にほ

ぼ従うことが確認されている。ポワソン分布の性質を知ることによって、事故を統計的に

観察することができる。

　単位区間において、単位期聞に発生する事故件数（あるいは死者数など〉をXとする

と、Xは下記に示すように、その期待値λをパラメータとするポワソン分布に近似でき

る：

　　　　　　λ勉一λ
P塑灰X＝∬）＝　　　　　　X讐事故件数（あるいは死者数など）
　　　　　　　コP！

ポワソン分布は、期待値と分散が両方ともλに等しいという性質がある：

E（X）＝λ　　％7（X）＝λ

　図2．1はλが10の場合のポワソン分布を示しているが、期待値λ周りの信頼区間を考

えたとき　1標準偏差の範囲（λ±π）の確率はλの値によって多少異なるが約70％程度
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　　　　　　図2．1　ポワソン分布
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になるという性質を持っている。

　従って、単位区間の単位期間の事故発生件数が10件だったとすると、便宜的に期待値λ

を10と仮定して（真の期待値は分からないことが多いので〉、10±価件（7から13件）

の範囲の発生確率は約70％というようにかなり起こりやすいといえる。

　このことを危険個所の抽出に応用すれば、他区問の同期問の発生件数がこの範囲にあれ

ば、当区間と同程度の事故発生区間、この範囲より大きければ、より事故が多発する区間

であるといえよう。同様に、対策の評価に際しては、当区間の対策後の事故件数が上記の

範囲よりも小さくなれば、対策が効果的だったと判断できるが、範囲内の場合には、対策

が施されなくても十分に確率的に変動しうる件数であり、対策の有効性をはっきりと認め

ることはできないと結論づけられよう。

　現在、我が国では年間の交通事故死者数が約10，000人であるが、この場合には

而＝100人死者が増減すれば、確かに事故死者数が増減したと概算することができ

る。10，000というように数が多い場合には1％（10，000人中の100人）の増減によって、か

なりはっきりと統計的に結論を出すことができる。ところが、全国ではなく1都道府県、

1市町村の死者数というような場合には、死者数は年間100人、25人といったオーダーに

なる。このような場合に統計的に有意な差を得るためには、それぞれ価＝10人、

価＝5人というように、10／100＝10％、5／25＝25％の増減が必要となり、死者数が小さ

くなればなるほど、大きな割合の変化が要求される。

　事故件数を指標にした危険個所の抽出、対策の評価の他に、交通量当たり、あるいは走

行台キロ当たりの事故件数という事故率指標（R）を用いた分析も行われている。この単

位区間の単位期間の走行台キロ（あるいは交通量）を規とすると、事故率Rは好解で

与えられる。発生件数∫の分散がλであるから、事故率Rの期待値はλ／解、分散は

λ／別2である。従って、発生件数と同様に、事故率の信頼区間も

λ砺±照≡R±鳳

で、与えられる。

2．1．2　平均値への回帰

　以上のように、発生事故件数の期待値λの真値が分かっていれば、発生件数、事故率

の信頼区間が正しく推定できるのであるが、実際にはλの真値は分からない。そこで、

真値λの代わりに観測された発生件数¢を用いることが多いが、これには注意が必要で

ある。典型的な例として、ある区間ある時期の事故発生件数コpが多かったので、そこが

危険個所に抽出されたとしよう。この場合、発生件数の期待値λはそれ程大きいわけで

はないのに、確率変動によってたまたま発生件数の多かった期間をみて危険個所に抽出さ

れた可能性も否定できないことがある。また、このような区問のたまたま多かった発生件

数は、次の期間には減少することが多く、この区間に施された対策の効果を過大に評価し

てしまう危険性もある。このような事実は「平均値への回帰」と言われ、事故の統計的な

分析において古くから言われてきた留意点である。

一5一



2．1．3　二支寸比較法

　対策の効果評価に際しては事前事後分析が一般的である。すなわち、対策を実施する前

と後との事故発生状況を比較して対策の効果を統計的に分析する方法である。実際の事前

事後分析における大きな問題点は、事前と事後で統計的な分析を行おうとすると、ある程

度まとまった事故件数を観測することが必要となるが、それには時間がかかるために対策

以外の道路条件や交通条件も変化してしまうことである。このような周辺の変化も考慮し

て事前事後分析を行わなければならない。

　このような問題点から提案されている方法に二対比較法がある。これは、対策に影響さ

れる事象とされない事象それぞれの事前事後の事故発生状況の変化を見て、対策の効果を

推定する方法である。問題点は、如何なる事象が対策に影響され、・如何なる事象が影響さ

れないのかが明確にわからないことが多いことである。

2．1．4　錯綜技法

　ある特定区間や交差点などの事故分析を行おうとすると、ある程度まとまった事故件数

が必要となるがこれには時間がかかることが多く、時間がかかればかかるほど道路条件・

交通条件が変化してしまうため、ある要因に着目した分析が複雑になることが多い。その

ために実際に発生した事故ではなく、より頻繁に観測できる錯綜事象から事故分析を行う

こともある。

　交差点における錯綜事象の例としては、信号無視の頻度、急ブレーキの頻度、黄赤での

通過頻度、接近速度分布、右折車の利用ギャップ分布、ニアミス頻度、急ハンドル頻度な

どがあげられる。錯綜技法は、上記のようなメリットがある一方、錯綜事象と実際の事故

との関連性を証明しておく必要があるという点が問題である。

2．1，5　効果の時期

　事故対策の効果評価を行う場合の注意点は、評価を行う時期の設定である。対策によっ

ては、実施後すぐに効果が現れるものや時間がかかるものがあること、また効果が非常に

長く持続するものやすぐに効果が飽和してしまう対策などがある。

2，2　首都高速道路上の合流部における事故率

　ここでは、既存研究（交通工学研究会，1990，1991，1992）をレビューして、首都高速道

路の合流部の安全性について主要な知見をまとめる。

2．2．1　事故データについて

首都高速道路公団では、高速道路上の事故を「交通事故統計分析システム」に蓄積して
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おり・昭和57年～平成元年（暦歴〉の計8ケ年分について分析を行っている。この事故デー

タ及び処理の留意点は次の通りである（交通工学研究会，1991）：

　（1）人身、物損の区別はしていない。

　（2）事故形態は「交通事故統計分析システム」による。

　（3｝走行台キロは（ランプ間距離〉X（ランプ間断面交通量〉より求めた。この交通量

　　　については・隔年10月の常時観測データを年平均日交通量とみなした。また年次の

　　　途中で供用区間が延伸された場合は、その年次内での供用日数を考慮して日交通量

　　　を按分した。

〔4）合流部及び織り込み区間における事故対象区間は図2．2の通りである。

合流部
F
F
ヌ
難
簑

蓬一一擢議 分流音

ノーズ ノース
合流部 テーパ端

δ
織り込み区問

→ン 》

織り込み区問

ノーズ

分流部

ノーズ　　　　ノーズ

團集計対象区問

図2、2　合流部及び織り込み区間における事故対象区間判

2．2．2　本研究で対象とした7区間の事故データ

　対象としている7つの合流部に関する基本的な事故データ、交通状況データ、道路幾何

構造データは表2・1の通りである。ただし、箱崎（6号線下り）と両国（6、7号線上

り）については、データが得られていない。また、葛西、小菅、堀切、池尻は既存の事故

分析では織り込み区間として取り扱われている。そのため、前節で示したように事故をカ

ウントする対象区問が異なっていることに注意が必要である。

＊1　交通工学研究会（1991）による。
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平成10年度研究調査報告書ドライバーの危険回避行動に関する基礎分析報告書平成11年6月　　　　財団法人国際交通安全学会1π‘躍碑oπα碗sso6加ゴoπ（ゾ％顔厩π4’5Fゆり5F6勧6θs研究組織プロジェクトリーダー　　喜多　秀行（鳥取大学工学部教授）メンバー桑原　雅夫（東京大学生産技術研究所助教授）小林　潔司（京都大学大学院工学研究科教授）多々納裕一（京都大学防災研究所助教授）福山　　敬（鳥取大学工学部助教授）蓮花　一己（帝塚山大学人文科学部教授）研究協力者　　横松　宗太（京都大学大学院工学研究科）事務局奈良坂　伸（鮒国際交通安全学会）今泉　浩子（爾国際交通安全学会）執筆担当第1章、第5章、第8章：喜多第2章：桑原第3章：蓮花第4章：多々納第6章；福山第7章；小林、横松目　　次第1章第2章第3章第4章第5章第6章第7章第8章はじめに……・・………・・……………・一酢…・・＿＿＿＿＿，。＿＿＿一＿．．甲都市内高速道路合流部の交通容量および安全性に関する実証的分析リスク回避行動の心理的メカニズム〜交通心理学的アプローチ〜…・・一認知リスク形成過程を考慮したドライバーの　　　　　　　　　　危険回避行動に関するモデル分析…・……・甲…異なるルール下における走行挙動の比較分析〜ロータリーを例として〜運転の慣習的合図“カー・ボディ・ランゲージ”の危険性に関する研究・不確実性下での意思決定行動〜期待効用理論を超えて〜………・・…・・…まとめと提言・・………………・・…・……………・………・・………0…’……14173139567490第1章はじめに1　1　研究の背景と目的　効果的な交通安全対策を策定するためには、ドライバーの運転行動に対する理解が不可欠であることはいうまでもない。なかでも、事故の危険に直面しているドライバーがとる「危険回避行動」は事故の発生に大きく関与する支配的な要因のひとつである。これは、車を運転するか否かといった選択から、事故を起こさないよう慎重に運転するか否かといった運転態度、さらには差し迫った事故危険を回避するための運転操作にまで及ぶ広範にわたる概念であり、さまざまな段階で事故の発生に大きく関与している。しかし、交通事故リスクに対する認識の形成やドライバー間での認識のずれ、さらにはドライバーを取り巻く種々の環境が危険回避行動にどのような影響を及ぼしているかということについてはあまり研究の蓄積がなされていないのが現状である。これは、「危険の認識」、「危険の受容」、「危険回避技術」等がドライバーにより大きく異なり、かつそれが他のドライバーのそれに少なからず依存しているためと考えられる。　そこで本研究では、危険回避行動を規定する要因やその形成構造に関して検討を加えるとともに、いくつかの状況を対象にドライバーを取り巻く走行環境や事故経験ならびに交通ルール等がドライバーの危険回避行動に及ぼす影響と事故への関与の．メカニズムを分析し、効果的な交通安全対策策定のための示唆を得ることを目的とする。12　危険回避行動の理解と交通安全方策　危険回避行動とは、ドライバーが認識した危険を回避しようとする行動である。とするならば、それを理解するに当たっては、個々の状況下で“ドライバーがどのような危険認識を抱くか”とともに、“その危険認識の下でドライバーがどのような行動をとるか”の両者を明らかにする必要がある。前者はドライバーを取り巻く種々の条件から経験や学習によってドライバーの危険認識が形成されるメカニズムを探るプロセスであり、後者はドライバーが危険を回避するために使用できる自己の運転技術の中からその局面を打開するのにふさわしいと考えて選択する運転行動を探るプロセスである。　多くの研究で指摘されているように、ドライバーが認識する危険は実際に存在する危険と必ずしも一致しない。ドライバーの危険認識の形成に寄与するさまざまな要因が晦在し、それがために危険認識は走行環境（道路条件、交通特性、etc．）やドライバーの個人属性、事故やヒヤリハットの経験によって異なったものとなっている可能性がある。ドライバーはこの主観的な危険認識に基づいて危険回避行動をとるため、そこで選ばれる運転行動がドライバーが認識している危険に対しては最適行動となっているかもしれないが、実際の危険を回避するための最適な行動となっているという保証はないのである。両者のギャップが事故の原因となっているという指摘は従前からなされているが、どのような状況でどの程度のギャップが生じ、それが運転行動の選択にいかなる影響を及ぼして事故の発生に一1一関与しているのか、ということについてはこれまでほとんど何もわかっていなかったと言っても過言ではないであろう。これは、危険認識の形成メカニズム、すなわち危険に対するドライバーの認識が何からどのようにして形成されるかが不明であったためと推察される。また、ドライバー相互間で認識のギャップや不整合が存在することも事故原因として見過ごすことができないが、これらが事故の生起にどのようにかかわっているかについても不明な点が多い。　そこで本研究では・危険回避行動の基本要素としての危険認識に注目し、危険認識の形成メカニズムのモデル化を試みる。さらに危険認識とその下で選択される危険回避行動との対応関係をモデル化し、危険認識の差異が事故発生危険度に及ぼす影響を探る。この一連のプロセスを追うことにより、危険認識の形成に影響を及ぼすであろういくつかの要因の変化、、すなわち事故防止方策の効果を分析・評価するひとつの道具立てを提供しうるのではないかと考えている。　ドライバーに適切な危険認識を持たせることを目的としてこれまで多くの交通安全教育や事故防止キャンペーンなどが行われてきた。しかし、主としてドライバーの認識に働きかけようとするこれら交通安全対策とその効果の関連性を把握することが必ずしも容易でなかったため・この種の交通安全方策はともすれば経験的評価のみに委ねられていることが多いように思われる。本研究はまだ理論的研究の第一段階に過ぎず、多くの単純化や仮定が含まれているが、本研究で提案するアプローチが実用化の域に達するならば、さらに効果的な交通安全教育や事故防止キャンペーン等の提案とその客観的評価にも寄与しうると期待している。13　研究の進め方　本研究は以上に述べたような問題意識に基づいて始められた。交通事故の減少を図るため・交通工学、交通心理学、人間工学をはじめとする研究の諸分野で交通安全に関するさまざまな研究が積み重ねられてきている。また、ミクロ経済学やシステム工学などの研究分野においても、入の行動や事故の発生構造といった交通安全研究に密接に関連する多くの研究成果が蓄積されてきている。これらの研究は交通安全方策の策定に関する多くの知見をわれわれに提示してくれるが、各分野とも分析アプローチがある程度確立してしまったためか、例えば交通工学が交通流としての車の動きの時間的空間的様相をより精確に記述することに熱心で車を操作するドライバーの心理や認識にはあまり関心を向けていないのに対し、交通心理学はその逆であるといったように、分析対象が区分されてしまう傾向が見られがちである。研究分野の進化に伴って対象範囲が細分化されて行くことは必ずしも否定すべきことではないが、広範囲にわたる要因が相互に密接に関与して交通事故が発生していることを想い起こすと、既存研究分野の枠に限定されない学際的な検討もまた必要であると感じざるをえない。　そこで本研究では、交通工学、経済学、交通心理学、交通システム工学、リスク分析等を専門とするメンバーが、まず「危険回避行動」というキーワードの下で各分野における研究の系譜と主たる考え方を提示して着眼点の違いや分析の手順、事故危険度との関連づ一2一けなどについての情報交換を行い、共通点と相違点に関する各メンバーの認識を共有すると共に、類似概念に関する考え方の違いや研究の欠落領域などについて議論する。次いでいくつかの危険回避行動を取り上げてその形成メカニズムとそれが有する事故危険度を評価するモデルを提案し、それぞれの観点から妥当性を吟味し改良を加えることとした。1　4　本研究の構成　上記の進め方に沿って実施した本研究の内容を、本報告書では以下のように取りまとめる。　第2章では伝統的な交通工学の立場から道路交通流の安全性に対するマクロ評価に関する既往の考え方を整理し、道路構造や交通特性が事故危険度に及ぼす影響を実証的に検討する。　危険回避行動は当該危険の生起確率やそれによってもたらされる損失の大きさ、すなわちリスクの大きさに強く依存する。リスク受容行動やリスク下における選択行動については心理学や経済学の分野で研究の蓄積がなされてきた。そこで第3章では交通心理学における研究の系譜をたどり、リスク受容行動における概念的枠組みや交通事故リスクの諸要因と交通行動との関連性について整理する。　第4章ではリスク下の行動に関する経済学からのアプローチに目を向け、まず伝統的な行動規範である期待効用最大化仮説の下で危険回避行動がどのようにモデル化されてきたかを概観する。そして、一人のドライバーが単独で走行している場合に着目し、接触事故リスクに関わるドライバーの認知リスクの形成プロセスと危険回避行動を分析する。　他方、複数の車が近接して走行し、そこにリスクの認知水準が異なるドライバーが混在している場合には、そのこと自体が新たな危険をもたらす。そこで第5章では交通ルールに関わる認識の差異が運転行動に及ぼす影響を分析し、交通ルールと安全性の関連性についても検討を加える。また、第6章では、法規則として成文化されていない慣習的ルールに着目し、ドライバー相互間の接触による慣習的ルールの伝播とそれに基づく事故危険度評価に関するモデル分析を行う。　以上のモデル分析は主として期待効用最大化の枠組みの上に立っているが、期待効用最大化仮説の下では必ずしも危険回避行動を適切に記述しえない場合があるため、第7章では期待効用最大化仮説によらない新たなアプローチについて展望する。　第8章では、得られた研究成果を要約し、交通安全対策への提言をとりまとめる。一3一第2章　都市内高速道路合流部の交通容量および　　　　　　　安全性に関する実証的分析2，1　交通事故のマクロ分析における留意事項　本節では、交通事故分析における一般的な留意事項をとりまとめる。事故分析を大別すると、（a）抽出（多発地点箇所の抽出）、（b）診断（要因分析と対策立案）、（c）評価（対策の効果評価）に分けられるが、ここではこれら全般について言える事故分析上の留意点についてまとめる。2．1．1　ポワソン分布　事故発生件数や死者数などは非常にまれに発生する事象であるので、ポワソン分布にほぼ従うことが確認されている。ポワソン分布の性質を知ることによって、事故を統計的に観察することができる。　単位区間において、単位期聞に発生する事故件数（あるいは死者数など〉をXとすると、Xは下記に示すように、その期待値λをパラメータとするポワソン分布に近似できる：　　　　　　λ勉一λP塑灰X＝∬）＝　　　　　　X讐事故件数（あるいは死者数など）　　　　　　　コP！ポワソン分布は、期待値と分散が両方ともλに等しいという性質がある：E（X）＝λ　　％7（X）＝λ　図2．1はλが10の場合のポワソン分布を示しているが、期待値λ周りの信頼区間を考えたとき　1標準偏差の範囲（λ±π）の確率はλの値によって多少異なるが約70％程度　　　0．14確率　0．12　　　0．10　　　0．08　　　0．06　　　0．04　　　0，02　　　　0　　　　　1窪／冒　　　輩∈冨1霧　難糞1、華　　　　λ＝101357911131517192123252729　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発生件数X　　　　　　図2．1　ポワソン分布一4一になるという性質を持っている。　従って、単位区間の単位期間の事故発生件数が10件だったとすると、便宜的に期待値λを10と仮定して（真の期待値は分からないことが多いので〉、10±価件（7から13件）の範囲の発生確率は約70％というようにかなり起こりやすいといえる。　このことを危険個所の抽出に応用すれば、他区問の同期問の発生件数がこの範囲にあれば、当区間と同程度の事故発生区間、この範囲より大きければ、より事故が多発する区間であるといえよう。同様に、対策の評価に際しては、当区間の対策後の事故件数が上記の範囲よりも小さくなれば、対策が効果的だったと判断できるが、範囲内の場合には、対策が施されなくても十分に確率的に変動しうる件数であり、対策の有効性をはっきりと認めることはできないと結論づけられよう。　現在、我が国では年間の交通事故死者数が約10，000人であるが、この場合には而＝100人死者が増減すれば、確かに事故死者数が増減したと概算することができる。10，000というように数が多い場合には1％（10，000人中の100人）の増減によって、かなりはっきりと統計的に結論を出すことができる。ところが、全国ではなく1都道府県、1市町村の死者数というような場合には、死者数は年間100人、25人といったオーダーになる。このような場合に統計的に有意な差を得るためには、それぞれ価＝10人、価＝5人というように、10／100＝10％、5／25＝25％の増減が必要となり、死者数が小さくなればなるほど、大きな割合の変化が要求される。　事故件数を指標にした危険個所の抽出、対策の評価の他に、交通量当たり、あるいは走行台キロ当たりの事故件数という事故率指標（R）を用いた分析も行われている。この単位区間の単位期間の走行台キロ（あるいは交通量）を規とすると、事故率Rは好解で与えられる。発生件数∫の分散がλであるから、事故率Rの期待値はλ／解、分散はλ／別2である。従って、発生件数と同様に、事故率の信頼区間もλ砺±照≡R±鳳で、与えられる。2．1．2　平均値への回帰　以上のように、発生事故件数の期待値λの真値が分かっていれば、発生件数、事故率の信頼区間が正しく推定できるのであるが、実際にはλの真値は分からない。そこで、真値λの代わりに観測された発生件数¢を用いることが多いが、これには注意が必要である。典型的な例として、ある区間ある時期の事故発生件数コpが多かったので、そこが危険個所に抽出されたとしよう。この場合、発生件数の期待値λはそれ程大きいわけではないのに、確率変動によってたまたま発生件数の多かった期間をみて危険個所に抽出された可能性も否定できないことがある。また、このような区問のたまたま多かった発生件数は、次の期間には減少することが多く、この区間に施された対策の効果を過大に評価してしまう危険性もある。このような事実は「平均値への回帰」と言われ、事故の統計的な分析において古くから言われてきた留意点である。一5一2．1．3　二支寸比較法　対策の効果評価に際しては事前事後分析が一般的である。すなわち、対策を実施する前と後との事故発生状況を比較して対策の効果を統計的に分析する方法である。実際の事前事後分析における大きな問題点は、事前と事後で統計的な分析を行おうとすると、ある程度まとまった事故件数を観測することが必要となるが、それには時間がかかるために対策以外の道路条件や交通条件も変化してしまうことである。このような周辺の変化も考慮して事前事後分析を行わなければならない。　このような問題点から提案されている方法に二対比較法がある。これは、対策に影響される事象とされない事象それぞれの事前事後の事故発生状況の変化を見て、対策の効果を推定する方法である。問題点は、如何なる事象が対策に影響され、・如何なる事象が影響されないのかが明確にわからないことが多いことである。2．1．4　錯綜技法　ある特定区間や交差点などの事故分析を行おうとすると、ある程度まとまった事故件数が必要となるがこれには時間がかかることが多く、時間がかかればかかるほど道路条件・交通条件が変化してしまうため、ある要因に着目した分析が複雑になることが多い。そのために実際に発生した事故ではなく、より頻繁に観測できる錯綜事象から事故分析を行うこともある。　交差点における錯綜事象の例としては、信号無視の頻度、急ブレーキの頻度、黄赤での通過頻度、接近速度分布、右折車の利用ギャップ分布、ニアミス頻度、急ハンドル頻度などがあげられる。錯綜技法は、上記のようなメリットがある一方、錯綜事象と実際の事故との関連性を証明しておく必要があるという点が問題である。2．1，5　効果の時期　事故対策の効果評価を行う場合の注意点は、評価を行う時期の設定である。対策によっては、実施後すぐに効果が現れるものや時間がかかるものがあること、また効果が非常に長く持続するものやすぐに効果が飽和してしまう対策などがある。2，2　首都高速道路上の合流部における事故率　ここでは、既存研究（交通工学研究会，1990，1991，1992）をレビューして、首都高速道路の合流部の安全性について主要な知見をまとめる。2．2．1　事故データについて首都高速道路公団では、高速道路上の事故を「交通事故統計分析システム」に蓄積して一6一おり・昭和57年〜平成元年（暦歴〉の計8ケ年分について分析を行っている。この事故データ及び処理の留意点は次の通りである（交通工学研究会，1991）：　（1）人身、物損の区別はしていない。　（2）事故形態は「交通事故統計分析システム」による。　（3｝走行台キロは（ランプ間距離〉X（ランプ間断面交通量〉より求めた。この交通量　　　については・隔年10月の常時観測データを年平均日交通量とみなした。また年次の　　　途中で供用区間が延伸された場合は、その年次内での供用日数を考慮して日交通量　　　を按分した。〔4）合流部及び織り込み区間における事故対象区間は図2．2の通りである。合流部FFヌ難簑蓬一一擢議分流音ノーズノース合流部テーパ端δ織り込み区問→ン》織り込み区問ノーズ分流部ノーズ　　　　ノーズ團集計対象区問図2、2　合流部及び織り込み区間における事故対象区間判2．2．2　本研究で対象とした7区間の事故データ　対象としている7つの合流部に関する基本的な事故データ、交通状況データ、道路幾何構造データは表2・1の通りである。ただし、箱崎（6号線下り）と両国（6、7号線上り）については、データが得られていない。また、葛西、小菅、堀切、池尻は既存の事故分析では織り込み区間として取り扱われている。そのため、前節で示したように事故をカウントする対象区問が異なっていることに注意が必要である。＊1　交通工学研究会（1991）による。一7一

